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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２７年１０月２０日 三重県大紀町錦漁港を出港した時刻

～０６時３０分ごろの間） 

発生場所 不明（錦漁港～大紀町キオ井島北方沖の間） 

事故の概要  漁船武
たけ

丸３号は、漂泊中、転覆した。 

 武丸３号は、船長が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 武丸３号、０.５トン 

 ＭＥ３－６５１５３（漁船登録番号）、個人所有 

 ４.９９ｍ（Lr）×１.６４ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成

７年３月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年１０月３１日 

  免許証交付日 平成２４年１２月４日 

         （平成３０年６月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

 本事故当時の平均の風向及び風速は、西北西～北西及び０.６～１.

７m/s であった。 

海象：本事故当時、南東方から波高約２ｍの波が寄せていた。 

 海面水温 約２２℃（気象庁 日別海面水温における観測値） 

 日出時刻：０６時０３分 

 本事故当時、気象に関する警報及び注意報の発表はなかった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２７年１０月２０日錦漁港を

出港し、０６時３０分ごろ、キオ井島北方沖において、転覆している
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ところを航行中の漁船に発見された。 

 漁船の船長は、僚船の船長に携帯電話で救援を要請した。 

 僚船の船長は、救援に向かうとともに携帯電話で所属する漁業協同

組合に救援を要請した。 

 漁業協同組合は、所有の監視船を出動させた。 

 僚船の船長は、転覆した本船をえい
．．

航し、来援した監視船に引き渡

して間もなく、０６時５０分ごろキオ井島の北方沖で漂流している船

長を発見し、救助して錦漁港に搬送した。 

 船長は、溺死と検案された。 

 本船は、監視船により錦漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 

 

 本船は、船体等に衝突の痕跡は見られなかった。 

 僚船の船長によれば、船長は、約４年前から本船に乗船し、ふだ

ん、１人で刺し網漁を行っており、本船発見場所付近で漁をすること

が多く、風浪が穏やかで操業しやすいとの理由で他の僚船よりも早

く、朝３時ごろ出漁して４時半ごろ帰港していた。また、船外機を後

進にかけて投網し、漂泊状態で揚網していた。 

 僚船の船長は、本船が前日に仕掛けた刺し網を翌日に揚げに行くこ

とを知っており、本事故前日の午前中、一緒に釣りをしていた時、船

長が午後から刺し網を仕掛けに行く旨を聞いた。 

 本事故当日、船長及び本船を目撃した者はいなかった。 

 船長は、発見時、雨具の上下を着用し、長靴を履いていたが、救命

胴衣を着用していなかった。 

 本船発見後、本船発見場所付近において、２か所に仕掛けた刺し網

のうち、１か所分の刺し網が固まった状態で海中から引き揚げられ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、錦漁港を出港した後、０６時３０分ごろキオ井島北方沖で

無人で転覆しているところを発見されたことから、この間において、

転覆したものと考えられるが、転覆に至った状況を明らかにすること

はできなかった。 

 本船発見後、本船発見場所付近において、１か所分の刺し網が固ま

った状態で海中から引き揚げられたことから、操業中に転覆した可能

性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況
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を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、錦漁港を出港した後、転覆したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・防水型携帯電話等を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保し

ておくこと。 

 ・救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錦漁港 

船長発見場所 
（平成２７年１０月２０日 
０６時５０分ごろ発見） 

キオ井島 

三重県 

大紀町 

錦湾 

本船発見場所 
（平成２７年１０月２０日 
０６時３０分ごろ発見） 

本船係留場所 


